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　 地域の課題や住民のニーズが多様化する 中、 行政だけではなく 多様な 主体（ 町会・ 自治会・ 企業・

Ｎ Ｐ Ｏ など） が連携し 、 公共的な課題を 解決し ていく こ と が求めら れています。

　 こ の「 地域の底力発展事業助成」 では、 地域において多様な主体が連携し 、 積極的に課題を 解決し

ていく 力を 「 地域力」 と 呼んでいます。

　 東京都は、 地域活動の担い手である 町会・ 自治会の皆さ んが行う 地域の課題を 解決する ための取組

を 推進し 、「 地域力」 の向上を 図る事業に対し て、 助成を 行っ ています。

　 東京都内に所在する 、 区市町村において町会・ 自治会と し て登録・ 把握さ れている 団体です。

　 マン ショ ン の管理組合やまち づく り 協議会、 防災会、 町会・ 自治会・ 学校・ 企業等で構成さ れる 実

行委員会は、 対象と なり ません。

※　 連合組織と し ての申請は、 規約等で町会・ 自治会の連合組織と し て設立さ れている こ と や活動実

績が確認でき る こ と が必要です。

※　 一つの団体が同じ 年度内に助成金の交付を 受けら れる のは１ 回限り です。（ 年度内に２ 回以上助成

金を 受ける こ と はでき ません。） また、 交付決定後に事業を 中止し た場合でも 、 １ 回交付決定を 受け

た団体は同じ 年度内に再度申請する こ と はでき ません。

１ 地域の底力発展事業助成と は？

2 申請でき る団体は？

   　 　 　 令和７ 年度の主な変更点は以下のと おり です。 詳細はホームページでご確認く ださ い。

（ 1 ） 申請 法を 変更し ます。方
　 　 ①申請書類案の提出を 廃 し ます。止 （ 申請期間内に原本を 提出） → 1 0 ・ 1 1 ページ参照

　 　 ②オン ラ イ ン 申請が可能になり ます。

（ 2 ） 各回の申請スケジュ ールを 変更し ます。 → 1 0 ページ参照

（ 3 ） 対象経費の基準などについて変更し ます。 →８ ・ ９ ページ参照

　 　 ① 品を 提供する場合の 材費の上限を食 食 一 当たり 税抜人 5 0 0 円から 7 0 0 円に変更

　 　 ②謝礼金、 委託料、 レ ンタ ル・ リ ース料、 事費の上限を 助成対象経費の５ 割から 総事業費の工
　 　 　 ５ 割に、 景品（ 物品購 費） の上限を 助成対象経費の３ 割から 総事業費の３ 割に変更入

（ 4 ） 申請様式を 変更し ます。（ 自由記述欄の一部を 選択式に変更等）

※申請様式は、 ホームページから 入手を お願いし ます。

重要

　 申請でき る団体の種類 団体の例 本冊子で使用する 略称

1
区市町村の範囲を 越え た 町会・ 自

治会の連合組織
東京都町会連合会 都…町…連…

2
区市町村を 単位と する 町会・ 自治

会の連合組織

○○市自治会連合会

○○区町会連合会
町…自…連

3
区市町村内の一部地域を 単位と す

る 町会・ 自治会の連合組織
○○地区町会連合会 地…区…連

4 区市町村内の単一町会・ 自治会
○○町会

○○自治会　
単　 一
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　 以下のすべての要件を 満たす事業が助成対象と なり ます。

（ １ ） 申請団体の町会・ 自治会が主催し ている

（ ２ ） 多く の地域住民（ 非会員含む） の参加・ 利用によ り 地域の課題解決を 図る ための取組

　 　 …（ 催し ・ 活動等） と なっ ている

（ ３ ） 令和７ 年４ 月１ 日から 令和８ 年３ 月 3 1 日までに実施し 、 完了する

　 事業区分と し て、 次の表のと おり Ａ ～Ｄ までの４ つを 設けています。

　 そのう ち 、 Ｂ 区分（ 東京都が取り 組む特定施策の推進につながる 取組） については、 さ ら に６ つの

区分を 設けていますので、 実施する 活動の内容に沿う 区分を 選択し てく ださ い。 ただし 、 初めて本助

成金を 申請する 団体は、 Ａ 区分で申請し てく ださ い（ C・ D 区分に限り 、 過去に交付決定を 受けたこ と

がない単一町会・ 自治会でも 申請でき ます。）。

事業区分 事業例

A 地域の課題解決のための取組
世代間交流イ ベン ト 、 夏祭り 、 盆踊り 、 運動会、 パ

ンフ レッ ト の作成と 、 その活用による加入 促進事業

B 東京都が取り 組む特定施策の推進に
つながる 取組

区
　
　
分

B-1 防災・ 節電活動
防災訓練、防災マニュ アルを 活用し た訓練、防災マッ

プの作成、 節電講習会・ 講演会

B-2 子ども ・ 若者育成支援
子供が企画・ 運営に関わる イ ベン ト 、 仕事体験事業、

自然体験教室、 子供交通安全教室

B-3 高齢者等の見守り 活動

高齢者の見守り や登下校の子供の見守り 、 子育て交

流サロン 、 子供食 堂

※事業内で一貫し た見守り 対象を 設定し 、 ３ 回以上

実施する こ と （ 見守り 対象が一貫し ていれば、 異

なる 活動を 行っ ても 構いません。）

B-4 防犯活動 防犯パト ロ ール、 防犯講習会

B-5 多文化共生社会づく り
異文化体験・ 国際交流イ ベン ト 、 外国人 向け防災マ

ニュ アルの作成と 、 その活用によ る訓練

B-S　 東京都が緊急に取り 組むべき 特定施策の
推進につながる 取組

デジタ ル活用支援

SN S や町会ホ ームページ によ る 町会イ ベン ト 配信、

スマホ・ タ ブレ ッ ト の使い方 教室、 Z O O M 等のオン

ラ イ ン ツ ールを 使っ た講演会、 SN S 等を 使っ た安否

確認、 電子回覧板アプリ 導入 に向けたアプリ 使用講座　

C
複数の単一町会・ 自治会が共同し て実施 　 　 　 　

　 　 　 する 地域の課題解決のための取組

２ 町会合同で実施する 避難所運営訓練、 ５ 町会対抗

運動会

D
単一町会・ 自治会が他の地域団体（ 町会・

　 　 　 自治会及び自治体を 除く 。） と 連携し て

実施する 地域の課題解決のための取組

商店街と 連携し た地域交流イ ベン ト 、 高齢者福祉施

設と の連携による 避難訓練

※「 高齢者向けスマート フ ォ ン 教室（ 講師おまかせスマホ教室）」 については、 別途ご案内し ますので、 そち

ら を ご覧く ださ い。 …

3 助成の対象と なる事業は？



3

概
　
要

【 Ｃ 区分・ Ｄ 区分での申請について（ 町会・ 自治会が共同し て実施する場合・ 他の地

域団体と 連携し て実施する場合）】

　 単一町会・ 自治会については、 Ａ ・ Ｂ 区分のほか、 他の単一町会・ 自治会と 共同で実施する 事業や、

地域で活動する 町会・ 自治会以外の団体と 連携し て実施する 事業を 対象と する ２ つの区分を 設けてい

ます。

C 区分 …複数の単一町会・ 自治会が共同し て実施する事業

　 Ｃ 区分は、 地区連等に組織さ れていない複数の単一町会・ 自治会が、 共同し て地域の課題を 解決す

るための取組を 実施する場合に申請でき る 区分です。

事　 項 説　 明 備　 考

申請でき る 団体

東京都内に所在する 町会・ 自治会の

う ち、 共同し て事業を 実施する 複数

（ ２ 団体以上） の単一町会・ 自治会

次の団体は、 Ｃ 区分での申請はでき ません。

①東京都外の町会・ 自治会

②町会・ 自治会の連合組織（ 地区連、 町自連）

③町会・ 自治会以外の団体

対象と なる 事業

共同する 町会・ 自治会が主催する、

地域の課題を 解決す る た めの取組

（ 催し ・ 活動等）
※Ａ 区分・ Ｂ 区分の対象事業と 同様の事

業が対象と なり ます。

次の事業は対象外と なり ます。

• ５ ページ「 ４ 　 助成の対象と な ら な い 事

業っ てある の？」 に記載さ れている 事業

●「 共同し て実施」 と は？

　 次に掲げる 各項目を 満たすこ と が必要です。

（ 1 ） 申請する事業について、 全ての町会・ 自治会が企画段階から 事業終了まで参画し ている こ と 。

（ 2 ） 共同し て実施する 町会・ 自治会の間で経費の授受がないこ と 。

　 　（ Ａ 町会がＢ 町会に謝礼金を 払っ て一緒に実施する 場合等は、 対象になり ません。）

●交付申請の申請者は？

　 共同する 町会・ 自治会の中から 申請代表団体を 決めて、 申請し てく ださ い。

　 ※交付申請、 支払関係手続、 実績報告は全て申請代表団体が行う こ と になり ます。

●単一町会・ 自治会と し ての申請と の関係は？

　 Ｃ 区分で申請し た全ての町会・ 自治会は、 同じ 年度に他の区分で申請する こ と や、 他の町会・ 自治

会と の共同による Ｃ 区分での申請はでき ません。
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D 区分 単一町会・ 自治会が他の地域団体と 連携し て実施する事業

　 Ｄ 区分は、 単一町会・ 自治会が、 学校やＰ Ｔ Ａ 、 Ｎ Ｐ Ｏ 、 ボラ ン ティ ア団体などの他の地域団体と 連

携し て地域の課題を 解決するための取組を 実施する 場合に申請でき る 区分です。

●「 連携し て実施」 と は？

　 次に掲げる各項目を 満たすこ と が必要です。

（ 1 ）…町会・ 自治会が実施する 事業について、 他の地域団体が企画段階から 事業終了まで参画し てい

るこ と 。

（ 2 ）…連携し て実施する他の地域団体と の間で経費の授受がないこ と 。

　 …（ 町会が連携する Ｎ Ｐ Ｏ に委託料を 払っ て実施する場合等は、 対象になり ません。）

（ 3 ）…事業の実施主体は申請する 町会・ 自治会であるこ と 。

●交付申請の申請者は？

　 主催する 町会・ 自治会が申請者と なり ます。 連携する地域団体は申請でき ません。

　 ※交付申請、 支払関係手続、 実績報告は全て申請団体が行う こ と になり ます。

●単一町会・ 自治会と し ての申請と の関係は？

　 Ｄ 区分で申請し た町会・ 自治会は、 同じ 年度に他の区分で申請する こ と はでき ません。

事　 項 説　 明 備　 考

申請でき る 団体

他の地域団体と 連携し て事業を 実施

する 東京都内に所在する 単一町会・

自治会

次の団体は、 Ｄ 区分での申請はでき ません。

①東京都外の町会・ 自治会

②町会・ 自治会の連合組織（ 地区連、 町自連）

③町会・ 自治会以外の団体

対象と なる 事業

他の地域団体と 連携し て町会・ 自治

会が主催する、 地域の課題を 解決す

る ための取組（ 催し ・ 活動等）
※Ａ 区分・ Ｂ 区分の対象事業と 同様の事

業が対象と なり ます。

次の事業は対象外と なり ます。

• ５ ペ ー ジ「 ４ 　 助成の対象と な ら な い 事

業っ てあるの？」 に記載さ れている 事業

• 事実上の実施主体が、 町会・ 自治会ではな

く 、 連携先の地域団体である 事業

連携する 他の

地域団体

地域の課題解決のための活動を 行う

団体のう ち 、 町会・ 自治会、 国及び

地方 自治体を 除く 団体全般

（ 例） 協議会、 PTA、 学校、 N PO 、　

　 　 消防団、子供会、老人 会、商店会、

民間企業、 マン ショ ン管理組合

など

次の団体は、「 他の地域団体」 には含ま れま

せん。

①町会・ 自治会

　（ 婦人 部・ 防災部などの下部組織を 含む。）

②町会・ 自治会の連合組織

　（ 地区連、 町自連）

③同一マン ショ ン 内の管理組合

④国、 地方 自治体（ 学校を 含む）

⑤政治活動又は宗教活動を 目的と する 団体

⑥公序良俗に違反する 活動を 行う 団体

⑦暴力団等反社会的勢力
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　 次のよう な事業は、 助成対象と なり ませんので、 ご注意く ださ い。

対象と なら ない事業 対象と なら ない事業の例

1
交付決定時期よ り 前に終了

し ている 事業

※交付決定時期については、 1 0 ページ「 ７ いつ申請でき る の？」

を ご覧く ださ い。

2
物品の購入や施設整備を 目

的と し た事業

・ 保管用防災備品、 町会用掲示板等の購入
・ 防犯カ メ ラ 、 防犯灯の整備

・ 地域共有の古い設備の改修・ 撤去

・ 住民への物品配布のみを 行う 事業

3
娯楽や式典を 主な目的と す

る 事業

・ 慰安旅行、 娯楽施設（ 遊園地・ 観光地など） への旅行

・ 果物狩り （ イ チゴ狩り ・ みかん狩り など）

・ カ ラ オケ大会・ 麻雀大会

・ 花火大会

・ 敬老の日などの祝賀パーティ ー、 開館式などの式典等

4
神事や仏事の実施を 目的と

する事業
・ 宗教的な祭礼

5
参加の機会が一部の住民の

みに限ら れる 事業

・ 町会の役員や会員にのみ周知さ れる イ ベン ト

・ 趣味やスポーツ 等のサーク ル活動

・ 特定の学校の生徒のみを 対象と する 自然体験活動

・ オン ラ イ ン機器を 持っ ている人 のみを 対象と する 催し

6 東京都外で実施する 事業 ・ 都外で実施する 自然体験活動や防災学習会など

7
事業のほと んどを 委託によ

り 実施する事業

・ 業者に委託する 間伐事業

・ 専門業者に全面的に委託し た地域マッ プ作り

8
周年記念だけを 目的と する

事業
・ 自治会設立 4 0 周年記念パーティ ー

9 営利を 目的と する事業 ・ 物品販売中心のイ ベン ト （ バザーなど）

1 0

東京都に お け る 他の補助

金、 国や他の地方 自治体か

ら の助成金などを 受けて実

施する 事業

・ 区市町村から 補助金を 受けて実施する 夏祭り 、 清掃事業

※上記以外にも 、 助成の趣旨に沿わないと 判断さ れる事業は、 対象外と なり ます。

4 助成の対象と なら ない事業っ てあるの？
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　 申請する 事業区分と 団体の種類によ り 助成金額（ 助成率、 助成限度額） が異なり ま す。 次の表で確

認し てく ださ い。

事業区分 助　 成　 率 助成限度額

A
…
地域の課題解決のための取組

今ま で に交付決定を 受けたこ と がな

い場合

→助成対象経費の 1 0 /1 0

　（ ある場合 1 /2 ）

都町連

町自連

2 0 0 万円

地区連

1 0 0 万円

単一

2 0 万円

B
…

東京都が取り 組む特定施策の
…………………………推進につながる 取組

　

B-1 　 防災・ 節電活動 助成対象経費の 1 0 /1 0

B-2 　 子ども ・ 若者育成支援

今ま で に B-2 区分で 交付決定を 受け

たこ と がない場合

→助成対象経費の 1 0 /1 0

　（ ある場合 1 /2 ）

B-3 　 高齢者等の見守り 活動 助成対象経費の 1 0 /1 0

B-4 　 防犯活動 今ま で に申請する 区分で 交付決定を

受けたこ と がない場合

→助成対象経費の 1 0 /1 0

　（ ある場合 1 /2 ）
B-5 　 多文化共生社会づく り

B-S 東京都が緊急に取り 組むべき 特定施

策の推進につながる 取組（ デジタ ル活用

支援）

助成対象経費の 1 0 /1 0

C
…

複数の単一町会・ 自治会が共同
…………………………し て実施する 地域の課題解決の

…………………………ための取組

共同する 団体のなかに、 今まで C 区

分で交付決定を 受けた団体がいない

場合

→助成対象経費の 1 0 /1 0

　（ いる場合 1 /2 ）

単一（ 共同）

5 0 万円

単一町会・ 自治会が他の地域団

体（ 町会・ 自治会及び自治体を

除く 。） と 連携し て実施する 地域

の課題解決のための取組……

今までに D 区分で交付決定を 受けた

こ と がない団体

→助成対象経費の 1 0 /1 0

　（ ある場合 1 /2 ）

単一（ 連携）

3 0 万円

5 助成金額はどのく ら いなの？

D
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助成率の特例の対象と なる活動の例

● 地域の盆踊り 大会において、 災害への備えについて説明し たチラ シを 参加者全員に配布し て注意喚

起する 。 チラ シはやさ し い日本語で作成し 、 やさ し い日本語の意義についても 説明する 。

● 周知チラ シを 英語、 中国語でも 作成し 、 外国 が多く 働いている地域の企業と 連携し て人 、 外国 住人

民にも 参加し ても ら う 防災訓練を 開催する 。

助成率の特例の対象と なら ない活動の例

● 代表者等のあいさ つに地域防災や多文化共生に関する内容を 盛り 込むだけの事業

● たまたま防災訓練に外国 が参加し た事業人

● 防災又は多文化の一 だけを 呼び掛ける チラ シの配布などを 行う 事業方

重要 【 助成率の特例を 受けるこ と ができ る事業について】

　 助成金の申請において、 Ａ 、 Ｂ －２ 、 Ｂ －４ 、 Ｂ －５ 、 Ｃ 又はＤ 区分で 助成率が助成対象経費の

1 /2 と なる 場合でも 、 事業の中に「 地域防災力の強化」 かつ「 多文化共生社会づく り 」 につながる 活

動が含まれている場合、 助成率は助成対象経費の 1 0 /1 0 と なり ます。

　「 地域防災力の強化」 かつ「 多文化共生社会づく り 」 につながる 活動に該当する のは、 地域防災力を

強化する と と も に、 多文化共生社会について地域住民に理解を 深めても ら い、 定着さ せる こ と につな

がる 活動です。 具体的な活動内容は、 以下の活動例を 参考にし てく ださ い。

　 地域に外国 が少ない場合でも 、 こ の活動を 行う 場合は助成率の特例の対象と なり ます。人

※東京都生活文化スポーツ 局ホームページに、 地域防災に関する 普及啓発及び多文化共生に関する 理

解促進のためのチラ シの例を 掲載し ており ます。

こ ち ら を 地域の状況に合う よ う に加 し ていただき工 、 事業の中で説明・ 配布し ていただ

く と 、「 地域防災力の強化」 かつ「 多文化共生社会づく り 」 につながる活動を 行っ たと し て、

助成率の特例を 受ける こ と ができ ます。

重要
【 Ｃ 、 Ｄ 区分で防災・ 節電活動、 高齢者等の見守り 活動、 又は

　 　 　 　 …デジタ ル活用支援を 行う 場合】

Ｂ － 1 区分、 Ｂ － 3 区分、 Ｂ －Ｓ 区分と 同様に助成率は助成対象経費の 1 0 /1 0 になり ます。
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　 助成の対象と なる経費は、 次の①～④を すべて満たすも のです。

①助成対象と なる 事業を 実施する ために直接必要になる も の（ 事業内で直接活用し ないも のは助成対

象外と なり ます。）

②令和７ 年４ 月１ 日から 令和８ 年３ 月 31 日までのう ち、 申請する事業の実施期間内に支払いをするも の

③要件を 満たし た領収書・ 受領書及び事業内での活用の様子が分かる 写真が提出でき るも の

④下表の対象経費に該当する も の

対象経費名 内容 対象と なる経費の例 対象と なら ない経費の例

1 謝 礼 金

講 師・ 専 門 家

な ど に 支払う

謝礼金

• 講習会専門家講師謝礼

• 地域伝統芸能公演団体への

謝礼

• 町会・ 自治会の役員や内部団体への謝礼

• 活動の実施に要する 件費人 （ 活動に協

力する町会員への謝礼金等）

• 公務員（ 公立小中学校の教員、 消防団

員等） の公務に対する謝礼

• 現金以外の物品等による謝礼

•  １ 人当たり 又は１ 団体当たり …5 0 ,0 0 0 円

を 超える 謝礼（ 見積書・ 引受書等が提

出でき る場合を 除く ）

• 総事業費の５ 割を 超える謝礼（ 注）

2
打 合 せ

経 費

会 議・ 打 合 せ

に伴う 経費

• 申請事業に係る 会議及び準

備参加者用のペッ ト ボト ル

飲料代

• オン ラ イ ン での打合せに必

要なタ ブレ ッ ト 端末代

•  アルコ ール類

• 喫茶店等での飲料代

• 事・ 茶菓子・ お弁当などの飲 費食 食
• 町会・ 自治会活動の年間の会議・ 打合

せに伴う 飲料代

• ティ ーバッ グ、 茶葉など 使用 数が数人
えら れないも の

• １ １ 回当たり 税抜人 1 5 0 円を 超え る

飲料代

3
物 品

購 費入

消 耗 品 類・ 製

作に 必要な 材

料等の購 経入
費

• 事務用品類

• 資料用コ ピー用紙

• プリ ンタ ーイ ンク 代

• のぼり 代

• 参加者全員に配る参加賞

• 抽選会等の景品（ 多数にな

る 場合は順位付けを 行い、

額に 差を 設け る も のに 限

る ）

• 参加者への水分補給用の飲

料代

• イ ベン ト 等の模擬店、 炊き

出し 訓練等で、 調理し て食
品を 提供する 場合の食 材費

（ 合計額を 参加 数で 割っ人
た 額が税抜 7 0 0 円ま で の

も のに限る）

•  備蓄用の物品

• 事業で使用し た物品等の補充・ 補てん

に要する物品等

•  調理せずに提供する 食品類（ 調理済み

惣菜等）

•  アルコ ール類

• 販売用又は一 当たり 税抜人 1 5 0 円を

超える水分補給用の飲料代

• １ あたり 税抜人 5 0 0 円を 超え る イ ベ

ント 等の参加賞

• 誕生日プ レ ゼン ト 、 敬老記念品など の

個 に贈る贈答品人
• 個 ・ 団体に帰属する高額な物品人
• 金券類（ 図書カ ード 、 カ タ ロ グギフ ト

など）

• 娯楽性が高い物品（ カ ラ オケ機器等）

• 感染症対策に関するも の（ 掃除機・ サー

キュ レ ータ ーなど）

• 税抜単価が 1 0 ,0 0 0 円を 超える抽選会

等の景品

• 総事業費の３ 割を 超える景品（ 注）

6 どんな経費が助成の対象と なるの？
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（ 注） 助成対象経費になる かどう かについてご不明な場合は、 事前にお問い合わせく ださ い。

●その他、 対象と なら ない経費の例

• 事業実施に伴い収 （ 参加費・ 売上など） が生じ る 場合、 その収 によ り 賄われる 経費入 入

• 町会が所有する 施設・ 設備等の整備・ 修理・ 修繕にかかる 経費（ 事業で活用する 物品の修理代は助

成対象になり ます。）

• 申請団体以外の団体や個 が代理で行っ た支出（ いわゆる 立替払い） を 充当する 経費人

　 上記はあく までも 例示です。 具体的には、 実施する事業内容により 個別に判断する こ と になり ます。

※申請団体の町会・ 自治会の役員が代表を 務める 会社・ Ｎ Ｐ Ｏ ・ 団体等への支出は、 次の２ 点を 満た

す場合に限り 、 助成対象経費と する こ と ができ ます。

　 ①その会社等に支出する 合理的な理由がある こ と 。

　 　 　（ 例）・ 他の会社等から 購 するよ り 安価に購 でき る。入 入

・ 地域において、 その物品を 取り 扱う 会社が他にない。 等

②その会社等に支出する こ と について、 会則等に定める 役員全員が同意又は、 役員会において議決

　 　 し ている こ と 。

・ 役員全員の同意の場合、 書面にて全役員の署名・ 押印が必要です。

　（ Ｃ 区分の場合、 共同実施団体全ての全役員の署名・ 押印が必要です。）

・ 役員会の議決の場合、 全役員の署名・ 押印のある議事録が必要です。

　（ Ｃ 区分の場合、 共同実施団体全ての議事録が必要です。）

対象経費名 内容 対象と なる 経費の例 対象と なら ない経費の例

4 印 刷 経 費
印刷に 係る 経

費

• チラ シ・ ポスタ ーなど の印

刷経費

• コ ピー代

• 看板の印刷費

• 都に対する 報告にかかる 印刷、 写真プ

リ ント 代

5 役 務 費
サー ビ ス の利

用料

• 紅白幕のク リ ーニング代

• 切手代、 郵送料

• 物品などの運搬費用

• 保険料（ イ ベント 保険など）

• 道路使用許可手数料

• 振込手数料

• 代引手数料

• ガソ リ ン代

• 交通費（ 電車・ バス・ タ ク シー代、 マ

イ ク ロバス借上代等）

• 駐車場代

• 光熱水費（ 電気代、水道代、ガス代など）

• 電話代

• 通信費

• ホームページの更新手数料

• 電波利用料

• 都に対する報告にかかる郵送料

6 委 託 料

事業を 効率的

に 実施す る た

めの委託経費

• 舞台設営・ 撤去の委託経費

• 音響機器操作委託経費

• 所有物品の修理費

• 総事業費の５ 割を 超える委託料等（ 注）

7
レ ン タ ル・

リ ー ス 料

物品や場所な

ど を 借 り 、 使

用す る た め の

経費

• 会議室使用料

• W i-Fi ルータ ーレ ンタ ル料

• 音響機材レ ンタ ル料

• レ ンタ カ ー借上げ料

• 総事業費の５ 割を 超えるレ ンタ ル・ リ ー

ス料（ 注）

8 事 費工
使用する設備・

構造物のた め

の 事経費工

• 電気 事工
• 照明 事工

• 総事業費の５ 割を 超える 事費（ 注）工
• 倉庫、 エ アコ ン など 常設と なる 備品の

設置 事工
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　 助成事業の募集は、 年４ 回実施し ます。 １ 団体当たり 年度内に１ 回のみ申請ができ ます。 募

集スケジュ ール（ 予定） は、 次のと おり です。 事業の実施時期に合わせて申請し てく ださ い。

※申請書類を 作成し 、 必ず受付期間中に原本を 提出し てく ださ い。 ……

※申請書の提出方法は、 1 2 …ページ「 ９ 　 申請方法は？」 を ご覧く ださ い。

募集回 申請書受付期間 交付決定時期
申請でき る 事業の

実施時期

第１ 回
令和７ 年２ 月 2 1 日（ 金） ～３ 月５ 日（ 水）

消印有効
４ 月上旬

４ 月１ 日以降に

実施する 事業

第２ 回
４ 月 1 6 日（ 水） ～４ 月 3 0 日（ 水）

消印有効
７ 月上旬

７ 月 1 0 日以降に

実施する 事業

第３ 回
７ 月 1 6 日（ 水） ～７ 月 3 0 日（ 水）

消印有効
1 0 月上旬

1 0 月 1 0 日以降に

実施する 事業

第４ 回
９ 月 1 6 日（ 火） ～９ 月 3 0 日（ 火）

消印有効
1 2 月上旬

1 2 月 1 0 日以降に

実施する 事業

※実施時期を 分けて行う 場合、 事業の主たる 部分を それぞれの募集回の申請でき る 事業の実施時期よ

り 前に実施するこ と はでき ません。

※交付決定時期よ り 後に行う 内容が事業の反省会のみの場合は、 対象と なり ません。

例えば、 1 1 月に交流イ ベン ト を 実施し 、 反省会が 1 2 月下旬の実施の場合、 第４ 回募集（ 1 2 月上

旬交付決定） には申請でき ません。 第１ 回から 第３ 回までのいずれかに申請し てく ださ い。

　 助成金を 申請する 場合には、 町会・ 自治会（ 及び連携する地域団体） で、 助成対象と なる 事業の実施

方 法やスケジュ ールについて必ず事前の会議（ 打合せ） を 実施し 、 助成金の申請について合意し てく だ

さ い。

※Ｃ 区分の場合…共同する 全ての単一町会・ 自治会が参加する 会議 　

　 Ｄ 区分の場合…申請する 単一町会・ 自治会と 連携先の地域団体が参加する 会議

7 いつ申請でき るの？

8 助成金交付までの流れは？

※物品の購入等にあたり 、 ポイ ン ト は使用し ないでく ださ い。 物品等の購入 に伴う ポイ ン ト の付与や利

用が判明し た場合、 当該ポイ ント 分（ 一律１ ポイ ント １ 円換算） を 助成対象経費から 除外し ます。



11

概
　
要

①　 申請書（ 原本） の提出（ 1 2 ページ「 …9 …申請方法は？」 参照）

　 申請書類を 作成し 、 各受付期間中に原本に押印の上、 東京都に郵送し てく ださ い。 内容の確

認や修正等について、 東京都から ご連絡し ます。 　

②　 審査委員会での審査

　 申請し た事業が助成対象と 認めら れる かどう か、 審査委員会の審査を 受けます。

③　 交付決定

　 ②の審査の結果、 交付が決定し た場合、 東京都から 助成金交付決定通知書を 送付し ます。

　 不交付と なっ た場合も その旨の通知書を 送付し ま す。 交付決定を 受けた団体名及び事業は、

東京都のホームページで公表し ます。 事業の概要についても 公表する こ と があり ます。

　 なお、 助成金と し て交付さ れる 金額は、 交付決定額が上限と なり ます。 し たがっ て、 事業実

施に当たっ て実際に要し た経費が交付決定額を 上回っ た場合でも、 交付決定額を 超えて助成金

が交付さ れる こ と はあり ません。

　 　

　

④　 助成事業の公表（ 周知）

　 事業の実施期間中に、 ポスタ ー・ チラ シ等で、 主催団体名及び助成対象事業である こ と を 公

表し 、 非会員含め住民に周知し てく ださ い。 なお、 ポスタ ー・ チラ シ等は、 必ず印刷前に東京

都へ提出し 、 必要な要件を 満たし ている か確認を と っ てく ださ い。

⑤　 事業の実施

　 注意事項を 守っ て事業を 実施し てく ださ い。

⑥　 実績報告書原本の提出

　 事業完了（ 反省会） 後、 ２ 週間以内に実績報告書を 作成し 、 原本に押印の上、 東京都に郵送

し てく ださ い。

⑦　 助成金額の確定

　 実績報告書類の内容を 東京都が審査・ 調査し 、 適正と 認めら れた場合、 助成金の額を 確定し 、

東京都から 額の確定通知書を 送付し ます。

⑧　 助成金の交付

　 ⑦で確定し た助成金額を 町会・ 自治会の口座に振り 込みます。 助成金交付は、 実績報告書類の

原本の提出から 約２ か月後になり ます。 なお、 助成金額は③で交付決定し た金額が上限と なり ま

す。

Po in t…概算払
　 概算払は交付決定金額の７ 割を 上限と し て交付決定の約２ か月後に助成金を 受け取る こ

と ができ る 制度です（ 一部前払い）。 概算払を 希望さ れる 場合は、 交付申請書の概算払の希

望に「 有」 と し てく ださ い。  

※交付決定から ２ か月以内に主たる 部分（ イ ベン ト 当日、 訓練実施日など） を 行う 事業に

ついては原則、 対象と なり ません。

助成金申請から 交付まで
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9 申請方法は？

　 各回の受付期間内（ 1 0 ページ参照） に、 次の①～⑫の書類（ ⑦～⑫については、 申請区分によ り 必

要な書類） を 作成し 、 原本を 郵送し てく ださ い。 期間内に提出がなかっ た場合、 その申請は受理さ れ

ません。

　 書類を 提出いただき まし たら 、 内容を 確認し た上で、 東京都から ご連絡いたし ます。

●申請に必要な書類●

【 全区分で提出する書類】

①助成金交付申請書

②事業計画書

③収支予算書

④団体の会則又は規約等及び役員名簿

⑤団体の前年度の事業報告書及び決算書（ 総会の資料等）

⑥見積書の写し

　（ 単価×数量が５ 万円を 超える 経費については原則必要です。）

【 Ｃ 区分のみ提出する書類】

⑦別紙 事業の共同実施・ 連携実施に係る合意書兼委任状

⑧共同する全ての団体の会則又は規約等及び役員名簿

⑨共同する全ての団体の前年度の事業報告書及び決算書（ 総会の資料等）

【 Ｄ 区分のみ提出する書類】

⑩別紙　 事業の共同実施・ 連携実施に係る 合意書兼委任状

⑪連携する全ての地域団体の定款・ 会則・ 規約等

⑫連携する全ての地域団体の前年度の事業報告書

　 申請書類の電子データ は東京都生活文化スポーツ 局のホームページから ダウン ロ ード し ていただけ

ます。

　 ホームページには、 検索エン ジンから 「 地域の底力」 で検索、 又は本冊子裏表紙に掲載する Ｑ Ｒ コ ー

ド から アク セスでき ます。

【 提出先】 東京都生活文化スポーツ局　 都民生活部　 地域活動推進課　 地域活動支援担当　 　

（ 住所） 〒 1 6 3 -8 0 0 1 　 東京都新宿区西新宿二丁目 8 番１ 号

（ 電話） ０ ３ －５ ３ ８ ８ －３ １ ６ ６ 　（ FAX） ０ ３ －５ ３ ８ ８ －１ ３ ３ １

（ メ ールアド レ ス） S1 1 2 1 2 0 2 ＠ sectio n .m etro .to kyo .j p

ご 不明な 点があり

ま し たら 、 お気軽

にお電話く ださ い
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　 事業の完了（ 反省会） 後、 ２ 週間以内に以下の実績報告書類を 作成し 、 原本に押印の上、 郵送し て

く ださ い。 下記の提出書類に不備がある 場合、 助成金のお支払いができ なく なる こ と があり ますので、

ご注意く ださ い。

1 .…実績報告書　

2 .…決算書

3 .…領収書・ 受領書（ 写し による提出も 可） ※必要に応じ て原本の提出を お願いするこ と も

あり ます。

4 .…成果物（ 写真や助成金を 活用し て作成し た冊子、 マニュ アル等）

5 .…助成事業であるこ と を 公表し たこ と が分かる書類（ ポスタ ー、 看板、 広報紙等）

6 .…支払関係書類（ 概算払がある場合は、 交付決定後に提出）

7 .…その他必要に応じ て提出する書類

※実績報告書類の詳細については、 東京都生活文化スポーツ 局のホームページに掲載する 「 助成金交

付の手引き 」 を ご参照く ださ い。

※期限内に実績報告書類を 提出でき ない場合は、 必ず事前に東京都へご相談く ださ い。

　

1 0 事業完了後の手続は？

1 1 事業実施にあたり 注意すべき こ と

　 助成の決定を 受けた事業を 実施する時は、 次の事項に注意し てく ださ い。

　 事業完了後に提出し ていただく 実績報告書類を 審査する 際に、 下記の事項が守ら れていない場合は、

助成金のお支払いができ なく なる こ と があり ますのでご注意く ださ い。

1 .…領収書・ 受領書は要件を 満たし たも のを 受領し てく ださ い（ 1 4 ページ「 1 2 　 どんな領

収書・ 受領書を 提出するの？」 参照）。

2 .…チラ シ等の周知物には、 主催団体名・ 公表文（ 助成対象事業であるこ と を 公表する文言）

を 記載し てく ださ い。 …

3 .…助成金で購入し た物品等は必ず事業の中で活用し 、 事業実施の様子と 併せて物品等の活

用の様子を 写真に撮っ てく ださ い。

4 .…助成金で購入し た物品等は、 申請団体の所有物になり ますので、 事業終了後も 継続し て

適正に保管・ 管理を 行っ てく ださ い。

5 .…事業内容に変更が生じ る場合は、 事前に都に連絡を し てく ださ い。

6 .…可能な限り 予備日を 確保し 、 悪天候などによる事業の中止を 回避するための対策を と っ

てく ださ い。

7 .…反省会を 実施し 事業の振り 返り を 行い、 今後の活動に活かし てく ださ い。
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1 2 どんな領収書・ 受領書を 提出するの？

　 助成対象経費を 支出する と き は、 必ず次の①～⑤の要件を 満たす領収書・ 受領書を 相手方 から 受領

し てく ださ い。 実績報告の際に写し を 提出し ていただき ま す。 領収書・ 受領書の写し の提出がない場

合や不備があっ た場合は、 助成金を お支払いでき ません。

①　 宛名が正確な申請団体名（ 町会・ 自治会） であるも の（ Ｃ 区分の場合は、 申請代表団体である も の）

　 　 交付決定通知に記載さ れている団体名と し てく ださ い。

　 　 ※認めら れないも の : ○○実行委員会、 個人 名、 イ ベント 名、 ○○町会防災部、 略称、 空欄

②　 日付が記載さ れているも の

令和 7 年４ 月１ 日から 令和 8 年３ 月 3 1 日までの範囲で、 申請書の事業実施予定期間内の日付が

記載さ れている も のが助成対象と なり ます。

③　 金額及び支出内容が分かる ただし 書き （ 単価×数量） が記載さ れている も の

領収書にただし 書き （ 単価×数量） が書き 切れない場合は、「 ○○一式」「 ○○用品」 と 記載し 、

別紙でレ シート 、 納品書、 請求書等で内訳が分かる も のを 添付し てく ださ い。 ５ 万円を 超える 領

収書については、 レ シート または内訳を 示す請求書・ 納品書等を 必ず添付し てく ださ い。

　 　 　 ※認めら れないも の：「 お品代」、 空欄　 など

④　 収入 印紙の貼り 付け、 消印の押印がさ れている も の（ 金額が税抜５ 万円以上の場合）

⑤　 領収書発行会社の社名・ 住所等が印字さ れている も の

　 　（ 発行会社の社名・ 住所等がゴム印や手書き の場合、 又は個人 が発行し た場合は、 押印が必要）
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発行元の記載

令和7 年○○月○○日

令和 7 年 4 月 1 日から 令和8 年3 月

。

。

　

　 本体価格が５ 万円以上の領収金額の場合は印紙
方払支び及書収領子電（

。

すで要必が印消・付貼の
法によっ ては収入印紙の貼り 付けが不要な場合が
あり ます）

発行元の記載（ 社名・ 住所等）が印字

さ れているこ と が必要です（ ゴム印

や手書き で記載さ れている 場合は、 　

押印が必要） 。

令和７ 年○○月○○日


